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市民意見の内容及び意見に対する市の考え方 

 

対象案件：（仮称）いわき市こども計画（骨子案） 

担当課 ：こどもみらい部 こどもみらい課 

 

No 市民意見の内容 意見に対する市の考え方 

①   「保育所等の待機児童が生じており、保育士不足の解消や

医療的ケア児も含めた統合保育の受皿確保が必要です

(P19)」という課題に関して、保育所の待機児童が生じてい

る状況をより詳しく指摘いただけたらと思います。医療的ケ

ア児のみならず、発達障害等の可能性もある加配が必要なお

子さんの受け皿確保がかなり重要ではないかと感じます。 

  「こどもの発達に係る支援の状況等を保護者や保育所等か

ら小学校に伝えるための「いわきっ子入学支援シート」につ

いて、支援を必要とする子のシートが提出されないケースが

あることから、その意義について理解啓発を図る必要があり

ます(P20)」という課題に関して、いわきっ子入学シートに

ついては、支援を必要とする子のシートが提出されないとい

う保護者側の事情に加え、シートが学校で適切に利用されず

に保管されてしまっていることも多く耳にします。意義につ

いての理解啓発が必要なのが、保護者のみと読めるような記

載だと感じますので、学校側にも理解啓発が必要であること

がわかるような記載をお願いしたいです。 

  「ヤングケアラーの支援を強化していますが、相談件数が

少なく、支援が届いていない潜在的なケアラーもいると想定

されるため、更なる啓発活動が必要です(P21)」という課題

に関して、ヤングケアラー支援の強化も大事ですが、対象と

する人数規模としては、いわきで今まさに支援を必要とする

子どもたちとして、不登校の子どもたちやネグレクトも含め

適切な養育を受けられていない子どもたち（発達障害や知的

障害、精神疾患等により困り感を抱える保護者の子どもたち

で、ヤングケアラーとまでは至っていない子たちを含む）、

発達に課題を抱える子どもたちなどの方が圧倒的に多く存

在し続けているのではないかと感じます。対象となる子ども

の人数に鑑み、課題の一番最初の欄に記載することには、違

和感を感じました。 

「こども食堂の開設数の増加に加えて、既存運営団体が自

走できる仕組みづくりに重点をおいた支援が必要です

(P21)」という課題に関して、こども食堂開設数の増加や自

走できる仕組み作りも重要ですが、支援を必要とする子ども

やその家庭のためになっている取り組みとなるような支援

もしていただくと良いのではと考えます。（いわきの子ども

保育人材確保について、保育所等の

待機児童解消のためにも人材確保が

喫緊の課題となっています。 

将来的な人材確保を目的に中高生

を対象とした「職業出前講座」や「夏

休み保育等現場体験」を実施するほ

か、学生や潜在保育士等を対象とした

「合同説明会」や「保育所等見学バス

ツアー」を実施しています。 

なお、本計画では基本目標Ⅱに記載

する予定です。 

 

療育支援に係る関係機関の連携に

ついて、関係機関が一貫性を持った切

れ目のない支援を行う必要がありま

す。配慮等を必要とする児童につい

て、就学前の療育・相談等の支援情報

を就学先に引き継ぐ「いわきっ子入学

支援システム」を運用しています。 

各関係機関が協議を行う「いわき市

こども発達支援連絡会議」（年２回程

度開催）の場で一層の理解啓発を進め

ます。 

 

特別支援教育について、教員だけで

なく特別支援教育支援員にも定期的

に研修を行い、児童生徒の特性を理解

し、寄り添える人材育成を行っていま

す。 

 

支援を必要とするこどもたちの計

画への記載について、不登校や障がい

など幅広く、本計画へ記載する予定で

す。 

 

こども食堂等の居場所について、貧
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食堂は、他地域とは違った発展を見せているように思いま

す） 

「保育所の利用者数は減少傾向にあるものの、保育士の加

配が必要な児童数の増加に伴う保育士不足が生じており、待

機児童も発生していることから、引き続き保育士の人材確保

を図る必要があります(P22)」という課題に関して、まさに、

保育士の加配が必要な児童数の増加は、深刻な課題であると

考えます。地域全体で子育てを支えるという項目にも該当し

ますが、基本目標Ⅲに位置付けるほうが良いようにも感じま

す。 

「不適切保育の防止や子どもに寄添った支援のため、保育

者の知識や技能のアップデートを図る取組みの推進が引き

続き必要です。(P22)」という課題に関して、不適切保育の

防止、子に寄り添った支援のため、保育者のアップデートも

必要ですが、名古屋市の「なごもっか」子どもの権利擁護委

員制度のように、子どもの権利侵害が起きたあと、市として

権利回復までしっかり関わる仕組みが必須と考えます。現状

は、残念ながら、権利侵害が発見されても、支援の隙間にこ

ぼれ落ち、権利侵害状態が継続してしまっている子どもたち

がいると感じざるを得ません。 

こどもの人権啓発活動の実施は、非常に重要な取り組みと

考えます。リーフレットの作成が例示されていますが、子ど

もの人権（大人の人権とは違う）の理解、障害への理解、LGBTQ

やジェンダーへの理解など、子どもたちが長い時間を過ごす

学校や保育施設などでの人権侵害を未然に防止するための、

大人と子どもへの人権啓発とその内容について、しっかりと

書きこんでいただく必要があると考えます。 

P28の取り組み例に意見反映の例示がされていますが、「社

会参画」というよりハードルの高い取り組みについても明記

する必要があると考えます。子ども議会、子ども委員の利活

用など、子どもが市政に「参画」する機会についての考えを

明示いただきたいです。 

居場所づくりの例に、子ども食堂運営事業者の支援が例示

されていますが、フリースクールや第三の居場所（サードプ

レイス）事業についての支援についても明記いただきたいで

す。 

相談体制について、ワンストップサービスや、わかりやす

い相談窓口一元化を検討いただきたいです。成果目標につい

て、こども・若者の自死ゼロ、虐待死ゼロを目指すことを明

記してはいかがしょうか。残念ながら、悲しい現状があり、

そうした事件が起きないいわき市を、市民全体として目指し

ていきたいと、強く願っています。 

困等の課題を抱えるこどもへの支援

に加えて、大人を含めた地域コミュニ

ティの再生など、こども食堂の持つ役

割や目的が多様化していることから、

開設数の増加や自走できる仕組みづ

くりを推進しています。 

その上で、こども食堂等の関係者

が、支援を必要なこどもの存在に気づ

いた際に関係機関につなぐことがで

きる仕組みづくりを強化し、支援対象

児等見守り強化事業などの必要な支

援に繋げていきます。 

 

こども・若者の権利について、こど

も・若者が自らの権利を正しく理解

し、困難を抱えたときに適切に行動で

きる力を身につけるとともに、大人も

含め、こどもの権利の重要性を地域社

会全体で共有できるよう啓発活動を

推進していきます。 

なお、こどもの権利擁護委員制度に

ついては、今後の検討の参考にさせて

頂きます。 

 

こども・若者の社会参画について、

市の附属機関等へのこども・若者委員

の登用などを実施しているところで

ありますが、今後においても、こども・

若者の市政への参画機会の確保に努

めていきます。 

 

相談体制について、地区保健福祉セ

ンターをワンストップ拠点として位

置付け、必要に応じて専門的な相談窓

口を案内する体制を整備しています。 

 

自殺対策として、自殺予防講演会、

児童生徒の SOS の出し方教室、教職員

や保護者を対象としたSOSの受け止め

方研修会等について、本計画の基本目

標Ⅳに記載予定です。 
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障害の早期発見後の対応について、残念ながら、学校が非

常に苦労しているケースを耳にします。多忙な学校の先生方

に、発達障害や知的障害、その後の生育環境における二次障

害党がある子どもたちのサポートを全て任せることは酷だ

と考えます。スキルある支援員を育てて充実し、現在親子登

校をしているお子さんなども含め、学校での付き添い員制度

を作るなどの対応が求められると考えます。保護者が仕事を

休まざるを得ない状況も避けられると思います。 

学校教育や家庭教育の充実の点は、個別最適な学びの保障

なども、学校だけではなく、親や地域の方々も理解を深めて

実現すべきと考えます。まだまだ文科省の打ち出している方

向性を知らない市民が多いと思いますので、市としても周知

する機会として、この計画に書きこんでいただけないでしょ

うか。 

支援を必要とするこども・若者に関して、不登校の子ども

たちや虐待的な家庭環境にある子どもたちについての指標

を是非取り入れていただきたいです。例えば、せめて文科省

の定義状の「不登校」児童生徒数を指標とすることはいかが

でしょうか。 

要保護児童対策地域協議会について、市のみでは対応困難

と考えます。地域との連携を目指す方向はお考えにはなって

いないでしょうか。 

発達に課題のある子たちの支援は、学校現場、学童保育、

保育園等では喫緊の課題ではないかと感じます。明記いただ

いた上、市民に状況を理解いただき、民間も連携して対応を

進めていくことが重要ではないかと考えますが、いかがでし

ょうか。 

虐待防止対策として、こども家庭セ

ンターの設置、ホームスタート事業等

を、本計画の基本目標Ⅳに記載する予

定です。 

 

国 （文科省）の方針等について、保

護者や地域の方々への理解醸成とし

て本計画に記載する予定です。なお、

「個別最適な学び」等の特定の表現の

記載については、今後の検討の参考に

させて頂きます。 

 

市要保護児童対策地域協議会につ

いて、市のみで対応するのではなく、

地域と連携しながら対応しています。 

 

その他頂いた意見については、今後

の参考とさせて頂きます。 

② 

 

「基本目標Ⅰ こども・若者が権利の主体として生きられ

るために」について、４つの基本目標の中で、基本となる部

分かと思いますが、他の３つの目標に対して具体的施策の展

開の項目が少ないように思います。権利主体としての存在で

ある「こども・若者」に、言語表現が難しい、乳児や障がい

児なども含まれていることと思います。乳児や障がい児も権

利主体であると、おとながとらえるための学びの場づくりが

必要であると考えます。また、障がい児も含めたすべての「こ

ども・若者」が権利主体として生きることができる環境をつ

くるために、ライフステージに応じ、切れ目のない一貫した

支援の体制を自治体が主体となってつくっていくという取

り組みも必要であるように思います。 

「基本目標Ⅱ 安心してこどもを産み育てるために」につ

いて、障がいや病気があるなど、さまざま理由から、車を持

たない、外とつながりを持つ機会がない養育者がいることと

こども・若者の権利について、こど

も・若者が自らの権利を正しく理解

し、困難を抱えたときに適切に行動で

きる力を身につけるとともに、大人も

含め、こどもの権利の重要性を地域社

会全体で共有できるよう啓発活動を

推進していきます。 

 

相談・支援体制について、 「こども元

気センター」や「内郷子育て支援セン

ター」など、居場所や相談体制を提供

する施設の利用を促進することで、保

護者が安心して子育てできる環境づ

くりを進めていきます。 
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思います。こどもが乳幼児の場合、保育所がこどもの居場所

となり、そこにこどもが通う養育者の相談の場となっていま

す。しかし、公立保育所が統廃合し、徒歩圏内になくなって

きている今、こどもを徒歩で預ける場所がなく困っている現

状があります。住居から 1〜２キロ圏内に保育施設がない地

域それぞれに、歩いて通うことができる、保育施設に代わる

乳幼児期のこどもの居場所対策と、情報にたどり着くことが

できない養育者を支援するための対策が必要であると考え

ます。 

現在「病児・病後児保育」の利用について養育者への理解

が進んでいない現状と、利用したいと思った時に、手続きの

問題や利用できる時間的な問題などから利用できないとい

う養育者の声があります。安心して産み育てるためには、こ

どもが病気になった時に安心して預けることができる病児・

病後児保育を実施する施設の拡充が必要であると考えます。 

就学後のこどもが体調を崩した際に見守りをしてもらえ

る場がありません。就学後のこどもの病児・病後児の安全な

見守りサポート支援が必要であると考えます。 

「基本目標Ⅲ こども・若者が健康で自分らしく成長する

ために」について、基本目標Ⅰで記載した内容と重なります

が、切れ目のない支援を受ける中で、すべてのこども・若者

が権利主体として成長するために、各ライフステージの接続

部分で関係する人たちが（保育士、保健師、小学校教諭など）

合同で会議を行うなどのシステムづくりが必要であると考

えます。 

「Ⅲ-３ 確かな人間力を育む教育の推進」について、人

間力の育みは、乳児期からの包括的性教育にあると考えま

す。乳幼児期の包括的性教育は、「からだ観の育み」と「自

分のからだのことを、決めるのは自分」という「からだの権

利（人権）の学習」です。乳児期から適切な包括的性教育を

すべてのこどもが学ぶことができるよう、こどもと関わるお

となが包括的性教育を学ぶ機会をつくる必要があると考え

ます。 

「基本目標Ⅳ 支援を必要とするこども・若者とその家庭

のために」について、対象に、障がい児や医療的ケア児とそ

の家庭、養育者自身が障がい当事者なども明記する必要があ

ると考えます。 

医療的ケア児や肢体不自由児など、身体的に支援が必要な

こどもが公立保育所に入所を希望する場合、ハード面での課

題があります。新築の園舎についてもスロープが設置されて

いる施設はなく、マンパワーも不足していることから、こど

もの年齢が上がり、身長体重が伸びているこどもを 2 階に連

病児・病後児の支援について、病児・

病後児保育事業として、病気の回復期

にあり、普段通っている保育所等での

集団生活が困難な未就学児を病児・病

後児保育室等で一時的に預かってい

ます。また、病児・緊急対応強化事業

として、就学前から中学生までを対象

に、病気等によりこどもの通園・通学

が困難な場合に、協力会員による預か

りサービスや送迎対応を行っていま

す。 

 

療育支援に係る関係機関の連携に

ついて、関係機関が一貫性を持った切

れ目のない支援を行う必要がありま

す。配慮等を必要とする児童につい

て、就学前の療育・相談等の支援情報

を就学先に引き継ぐ「いわきっ子入学

支援システム」を運用しています。 

各関係機関が協議を行う「いわき市

こども発達支援連絡会議」（年２回程

度開催）の場で一層の理解啓発を進め

ます。 

 

障がい児保育・統合保育について、

障がいの程度に応じて加配保育士等

の配置を適切に行うとともに、施設整

備等の強化を図っています。 

なお、医療的ケア児の保育施設での

受入れについては、今後の課題とさせ

て頂きます。 

 

療育支援に係る記載について、障が

い児・医療的ケア児等への支援につい

て、本計画の基本目標Ⅲに記載する予

定です。 

養育者自身が障がい当事者である

場合の支援のあり方については、今後

の課題とさせて頂きます。 

 

包括的性教育について、親から子

へ、愛情をもって命の誕生や性等に関
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れていくことが困難なケースが見られます。エレベーターの

設置では、災害時に使用することができないため、今後新築

する施設について、支援が必要なこどもたちのため、また、

災害時の安全な避難のため、スロープの対策を考える必要が

あると考えます。 

医療的ケア児や障がい児が、未就学時に社会から取りこぼ

されることがないよう、保育施設での受け入れ体制を整える

ための対策をさらにすすめていく必要があると感じます。 

する情報を伝えられるよう乳幼児期

の親子に「おやこいのちの教育」を実

施しています。また、小学生・中学生・

高校生等を対象に自分の性や生の知

識に併せ、生命の尊さや自己肯定感と

いった包括的性教育を、保護者・学校

関係者・地域保健関係職員などを対象

に思春期保健セミナーを開催してい

ます。 

 

その他頂いた意見については、今後

の参考とさせて頂きます。 

③ 

 

施策を企画・検討する際「こどもの権利条約」の４つの原

則を指針として活用して頂けませんか。「こどもの権利条約」

では４つの原則がうたわれています（日本ユニセフ協会 HP

より抜粋）① 生命、生存及び発達に対する権利（命を守ら

れ成長できること）② こどもの最善の利益（こどもにとっ

て最もよいこと）③ こどもの意見の尊重（意見を表明し参

加できること）④ 差別の禁止（差別のないこと） 

「こども家庭庁」が示した「こども大綱」も、国際条約で

ある「こどもの権利条約」に基づいて策定されており、上記

の４つの原則を踏まえています。「こども計画」もこれらの

上位計画と同じく４つの原則に沿った施策を展開して頂け

ませんか。 

「こどもの権利条約」の４つの原則のうち、「③ こどもの

意見の尊重（意見を表明し参加できること）」を特に大事に

してほしいです。こどもへの施策は、当事者であるこどもの

意見や考えが反映されることが望ましいです。こどもの意見

を施策に反映させるために、こどもから対等の立場で意見や

考えを取得してほしいです。現状ではこどもの意見や考え

は、学校を介して上がるため丸められたり取捨選択されたり

しがちです。こどもが生の意見や考えを表明することを実現

させたいです。例えば学校外の地域の人たちが学校と連携し

て、こどもから意見や考えを聞き支援するようなネットワー

クつくりを提案します。 

「こどもの権利条約」の４つの原則のうち、「② こどもの

最善の利益（こどもにとって最もよいこと）」については、

社会がこどもを育てる原則を強化してほしいです。 

貧困やひとり親家庭など家庭内に難しさを抱えているこど

もが多くいます。家庭が十分にこどもを養育できない場合に

福祉視点からの支援ができる専門職の拡充を望みます。例え

ばこどもが持っている難しさを整理するスクールソーシャ

こどもの権利に係る記載について、

本計画はこども大綱を勘案して策定

しており、基本目標の一つに「こども・

若者が権利の主体として生きられる

ために」を掲げています。こどもの権

利の普及啓発に注力するとともに、こ

どもの権利条約の原則（基本的な考え

方）を踏まえながら、施策を進めてい

きます。 

 

こどもの社会参画・意見反映につい

て、年齢や発達の程度等に応じた意見

表明の場を確保しながら、意見の尊

重、こども・子育て支援施策への反映

に努め、こどもが気兼ねなく意見表明

できる好循環をつくっていきます。 

 

子育て支援について、子育てに関す

る様々な悩みや不安を抱える保護者

を支援するため、講座の実施、情報発

信・相談体制の強化、家庭への訪問支

援、経済的支援等を実施しています。

また、こどもの発達の遅れやヤングケ

アラーなど、子育てに係る課題が多様

化していることから、保護者、地域の

人々、関係団体等の知識のアップデー

トを図っています。 

 

学校における人権教育について、

「未来をつくる いわきの学校教育Ａ
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ルワーカやヤングケアラー支援員など子供に対応する福祉

専門職や、こどもの家庭に介入し支援するケースワーカで

す。こどもへの支援は本来学校が担う役割かもしれません。

ただ今以上の役割を学校が担うことは、先生方の負荷から難

しいのではと思います。 

「こどもの権利条約」の４つの原則のうち、「④ 差別の禁

止（差別のないこと）」については、こどもの人権意識を高

めるため学校の授業の中で人権教育を実施することを提案

します。 

人権の尊重は、社会の基礎です。教育によりこどもに「人権

とは」と「人権を尊重するとは」をきちんと学んでほしいで

す。人権を学ぶことでこどもは自尊感情を育むともに互いの

違いを認め合い尊重する意識が生まれます。人権教育は大人

になっても有益です。現代社会は、多様な価値観や異なる文

化を持つ様々な人々から構成されています。人権は互いの違

いを認め合う土台となります。 

ＢＣプラン」において、「各教科や道徳

科、特別活動等の教育活動全体の中

で、人権教育に関わる内容を捉え、各

領域の特質を生かした計画を作成す

る」、また「教職員が、人権についての

内容を理解し、自他の人権尊重の意識

を高め、体得できるよう指導や研修の

充実を図る」とし、人権教育を推進し

ています。 

 

その他頂いた意見については、今後

の参考とさせて頂きます。 

④ 

 

中学生・高校生を対象に「夏休み保育等現場体験」につい

て、毎年度多くの中学生・高校生が職場体験に参加し、実習

後、参加いただいた皆様より「楽しかった」と感想をいただ

いており、効果的な施策であると考えます。令和７年度以降

も継続的な実施をお願いいたします。 

高校から保育士養成校を経て保育士、幼稚園教諭になる接

続性を鑑み、中学校・高校への本事業の募集段階や応募した

学生向けに情報提供として、こども家庭庁作成の「ハローミ

ライの保育士」の内容について、情報発信いただければ幸い

です。 

国の支援事業として、５歳児健診が設けられていることか

ら、出産後から就学前までの切れ目のない健康診査の実施体

制を整備していただきたく、令和７年度以降、早期実現に向

けて取り組んでいただければ幸いです。 

療育支援として、障がいの他、医療的ケア児に対しての支

援も明記していただければ幸いです。 

今後、少子化が進行する中、こども誰でも通園制度もスタ

ートいたします。一時預かりの需給計画中、一般型の令和７

年度～令和１１年度までの①量の見込み、②確保施策が同じ

数字で推移の計画となっておりますが、出生数が毎年度減少

している現状において、令和７年度以降の利用者数の減少割

合はどのように推移していきますでしょうか。 

こども誰でも通園制度のモデル事業が開始となり、令和７

年度以降の需給計画が記載されておりますが、いわき市全体

の数字となっております。本事業は月あたりの１０時間の利

用が上限であり、対象年齢が６ヶ月～満３歳と月齢が低いこ

保育人材確保について、保育所等の

待機児童解消のためにも人材確保が

喫緊の課題となっています。 

将来的な人材確保を目的に中高生

を対象とした「職業出前講座」や「夏

休み保育等現場体験」を実施するほ

か、学生や潜在保育士等を対象とした

「合同説明会」や「保育所等見学バス

ツアー」を実施しています。 

今後も、いただいた意見を参考に、

「夏休み保育等現場体験」など、中学

生・高校生に向けた効果的な手法を継

続していきます。 

 

５歳児健診について、こどもの特性

を早期に発見し、就学までの切れ目の

ない支援につなぐために、有用なもの

であると認識しています。一方、実施

に当たっては、医師や臨床心理士等、

専門職の人材の確保及び育成、健診後

の支援体制の整備などの課題がある

ことから、今後も医師会等関係団体と

継続的に検討します。 

 

療育支援に係る記載について、障が

い児・医療的ケア児等への支援につい
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とから、対象児が、各地区で本事業を実施する施設を利用す

ることが推測されます。令和７年度以降の実績に応じて、各

地区の需給計画で記載いただければ幸いです。 

こども家庭庁では、令和７年度より、過疎地域における保

育機能確保・強化のためのモデル事業が予定されておりま

す。いわき市においても、へき地等では、子どもの数が減少

しこども誰でも通園制度の実施も含め、今後、保育の多機能

化が必要と思われます。いわき市においても、少子化が進行

する中、地域における保育機能が安定的に機能するよう多機

能化のモデルを構築いただければ幸いです。 

て、本計画の基本目標Ⅲに記載する予

定です。 

 

保育所等のサービスについて、一時

預かり一般型は緊急・一時的な保育サ

ービスであることから、将来的な利用

者数の精度の高い推計は困難ですが、

出生数の減少やこれまでの利用実績

等を踏まえると、利用者数は逓減して

いくものと思われます。 

こども誰でも通園制度は令和７年

度にモデル事業を実施するところで

あり、各地区の需給見込を現時点で算

出するのは困難と考えています。 

また、中山間地域の公立保育所につ

いては、令和６年度に策定した個別施

設計画（幼稚園・保育所）において、

公立で継続することを基本的な方向

性としています。 

 

その他頂いた意見については、今後

の参考とさせて頂きます。 

⑤ 

 

 

どうしても縦割りはある。区切りはある。しかし障がい福

祉に関わるこども達が置き去りにされていると感じる内容

でした。サポートが必要なこども達の環境は、家庭にありま

す。家庭にあるのにも関わらず、学校や障がい児の中でも診

断を受けていない大多数の発達障がいの疑いのこども達は、

障がい福祉課管轄から家庭支援に入りずらく、置き去りにな

ってしまうばかりです。不登校のこども達も、居場所があれ

ばよい。学校内に居場所をつくればよい。と言うわけではあ

りません。これも家庭に課題があります。こども真ん中には、

なっていないのは明白な実態を把握している事と思います。

福島市では家庭課と福祉課のこども連携がされている部署

がすでにある。いわき市で出来ないとは思いません。本当の

意味でこども達が真ん中になり、こども達を大切に出来ない

と出生数も若者の流出も、U ターンもかないません。福祉を

中心に厚労省管轄のサポートをしていくなら、文科省管轄の

方 「々学校」との形だけの連携にならない様に踏み込んだ目

標や指標を組み込んで欲しいと思います。 

療育支援に係る関係機関の連携に

ついて、関係機関が一貫性を持った切

れ目のない支援を行う必要がありま

す。配慮等を必要とする児童につい

て、就学前の療育・相談等の支援情報

を就学先に引き継ぐ「いわきっ子入学

支援システム」を運用しています。 

各関係機関が協議を行う「いわき市

こども発達支援連絡会議」（年２回程

度開催）の場で一層の理解啓発を進め

ます。 

 

子育て支援について、子育てに関す

る様々な悩みや不安を抱える保護者

を支援するため、講座の実施、情報発

信・相談体制の強化、家庭への訪問支

援、経済的支援等を実施しています。

また、こどもの発達の遅れやヤングケ

アラーなど、子育てに係る課題が多様

化していることから、保護者、地域の
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人々、関係団体等の知識のアップデー

トを図っています。 

障がい福祉部門と児童福祉部門と

の連携について、本市では、障がい児

福祉と児童福祉の両部門を包括する

ワンストップ窓口を地区保健福祉セ

ンターに設置しています。 

 

その他頂いた意見については、今後

の参考とさせて頂きます。 

⑥ なぜ障がい児はいわき市の子ども政策の対象にならない

のか？障がい児はこどもみらい課の担当から外れて障がい

福祉課の担当になってしまう。障がいの有無で分けないで欲

しい。みな同じ子どもである。 

屋内の子どもたちが遊べる施設があるが（子ども元気セン

ター）年齢で使用年齢を区切ってしまうと、年齢差のある兄

弟を連れて行った時に遊べない。また放課後デイサービスな

ど利用児の年齢に幅がある子どもたちが利用しづらい。イン

クルーシブな児童館ができないだろうか。 

児童館や子どもたちを屋内で遊ばせる施設が少ない。公民

館の部屋を借りる、廃園になった市立幼稚園を活用するなど

既存の建物を利用することで各地域にひとつずつそういっ

た施設を用意できないだろうか。 

いわき市は行政の情報は回覧板で回覧するのがメインに

なっている。隣組に加入していない世帯は回覧板が回ってこ

ない。私が以前住んでいた地域はシルバー人材センターのス

タッフが各世帯に毎月、行政の広報誌をポストに入れてくれ

ていた。LINE を活用するなどして、隣組に入っていない世帯

にも情報が行き届くような工夫をしてもらえないだろうか。

「広報いわき」にも大事な子育て情報が掲載されているの

で、全世帯に情報がまんべんなく行き渡るようにしてもらい

たい。 

こどもみらい BOOK は、新年度に入ってから企業を回って

広告費を得る関係で発行が秋になってしまうとのこと。それ

は仕方がないと思う。でも秋まで情報をそのまましまってお

くのはもったいないと思う。データが出来上がっている春に

はデジタル版としてネットにアップするのはどうだろうか。 

民間で行われた産前産後のマタニティブルーのママのお

話し会に参加した。実際にマタニティブルーを経験したママ

から「こういった会があったらよかったのに」という声があ

った。もし行政の方でこういった会がなければ、ぜひ企画し

て欲しい。 

療育支援に係る関係機関の連携に

ついて、関係機関が一貫性を持った切

れ目のない支援を行う必要がありま

す。配慮等を必要とする児童につい

て、就学前の療育・相談等の支援情報

を就学先に引き継ぐ「いわきっ子入学

支援システム」を運用しています。 

各関係機関が協議を行う「いわき市

こども発達支援連絡会議」（年２回程

度開催）の場で一層の理解啓発を進め

ます。 

 

障がい児福祉施策を児童福祉施策

に包含することについて、本市では、

障がい児福祉と児童福祉の両部門を

包括するワンストップ窓口を地区保

健福祉センターに設置しています。 

 

吃音について、３歳児健康診査の際

にことばの遅れや吃音、構音等の障が

いが疑われる児童に対しては、「発音

とことばの相談会」において言語聴覚

士の見立てのもと、訓練等の必要があ

る児童に対しては、「幼児のためのこ

とばの教室」のほか、医師による診療

や言語聴覚士による訓練等を行う「福

島整肢療護園」や「市医療センター」

等の医療機関を案内しています。 

 

子育て環境について、本計画策定に

あたり実施したアンケート調査（ニー

ズ調査）においても、「こどもが安心し



9 

吃音で悩む親御さんの話を聴いた。市内にもことばと聞こ

えの教室はあるのだが、子どもの吃音の指導をしてくれる言

語聴覚士の先生は市内にはおらず、郡山の病院に行かないと

いけないとのことだった。市内でも言語聴覚士の先生から子

どもが指導を受けられるような取り組みをしていただきた

い。 

飛騨市ではすべての小中学校に「学校作業療法室」があり、

心と体のリハビリをする作業療法士が学校を定期的に訪問

しているという。発達に特性のある子どもに寄り添った支援

をしているという。いわきでもこのような取り組みができな

いだろうか。 

子どもが小さかった頃、仕事を始めるにあたってファミリ

ーサポートセンターに子どもたちの送迎をお願いしようと

思って相談にいったことがある。しかし対応できる方がおら

ず断念した。依頼会員の他に協力会員も募集しているのだ

が、報酬が平日だと 1 時間 600 円、その他は 700 円だとい

う。依頼会員にはとても助かる金額設定なのだが、協力会員

にしてみると最低賃金にも満たない金額なので、なかなか引

き受ける人がいないのではないかと思った。子どもを預かる

という大事な仕事なので、行政側の補助を入れてもう少し報

酬の額を引き上げられないだろうか。ちなみに福島県の子育

て支援員研修（ファミリーサポートセンターコース）を受講

したときに、協力会員と依頼会員との報酬のやり取りについ

ても話があったが、トラブルもあるようで、報酬額が低い以

外にも改善した方がいい点があるように思えた。 

いわき緊急サポートセンターで、保育士になりたい人の勉

強会が行われている。私自身も働きながら勉強し、国家試験

を受験して保育士の資格を取得した。私の周りでも社会人に

なった人で保育士取得をしたいと思っている人はいるとい

うことが分かった。実際に知り合いを誘ったところ、保育士

試験を受験して資格を取得したり、挑戦中の人もいる。社会

人向けに保育士試験の受験を後押しするような勉強会など

をしてはどうだろうか。 

不登校児が増えているが、“学校に行かない”という選択

をした子が学校以外で安心して過ごせる居場所ってあるの

だろうか？と最近思う。少しずつフリースクールが増えてい

るがいわきは他市町村に比べて数が少ない。もっといろいろ

な選択ができるようになるといいと思う。 

私は「いわきこどもプロジェクト」という SNS で情報発信

をしています。子育て中のママが、いわきでの子育てが楽し

いと思ってもらえるように、という思いがあります。いわき

に転入してきたことを快く思っていないママもときどき見

て遊べる場所」を求める意見が多く寄

せられるなど、子育て環境の充実が求

められています。 

 これらのニーズを受け止め、こども

や子育て当事者の目線に立ち、安全で

安心して子育てできる環境整備を推

進していきます。 

 

回覧物について、自治会へ加入して

いない世帯に対する市政情報の広報

として、市公式 HPや LINE に、広報い

わき等の回覧物の情報を掲載してい

ます。 

 

こどもみらい BOOK について、発行

時期に合わせて内容の校正等をして

いることから春時点でのデジタル版

の公表は困難ですが、発行時期の検討

をしていきます。 

 

子育て講座等について、妊娠中や出

産後に不安が高まりやすい産前産後

の時期に、妊娠期から早期に支援がで

きるよう「プレママ・プレパパクラス」

や「産前・産後サポート事業」等を実

施しています。 

 

ファミリーサポートセンター事業

について、協力会員の報酬について

は、受託事業者との意見交換や他市の

状況等を踏まえて、見直しの必要性に

ついて検討します。 

 

無資格者への支援として、保育士資

格や幼稚園教諭免許を有していない

が、保育所等での仕事に興味がある方

などを対象に研修会を実施し、無資格

の方を保育所等への就職に繫げる取

組を実施しているところです。無資格

の方の資格取得を支援する取組につ

いては、その需要を捉えながら検討し

ます。 
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かけるのですが、縁があっていわきに転入してきた方に、ち

ょっとでも気持ちよく過ごして欲しいと思っています。なぜ

ならママが幸せだと子どもや家庭全体の幸せ度がアップす

るからです。2019 年、あるママから私の投稿にコメントがあ

りました。「いわき市はクソだ」と。直接の DMではなく誰で

も見ることができるコメント欄への書き込みに、しかもお子

さんが 2人くらいいらっしゃるママさんだったので、私はと

ても驚きました。コメントがついて私の投稿というのは、参

加費 500 円のイベントでした。情報発信をする時もなるべく

参加費の高いものはシェアしないように心がけていたので、

参加費 500 円でもそのようなコメントがあることにショッ

クを受けました。その方は震災で埼玉に避難し、その後いわ

きに戻って結婚、子育てをしていました。埼玉にいた時に子

育て環境がとてもよいと感じていたようで、避難先といわき

を比較して、不満に思うことがあったようでした。いわき市

の、どんなことを不満に思っているか尋ねたところ、どこの

公園に行くにも車で行かないといけない、児童館が少ない、

イベントなどお金がかかる、とのことでした。他にもいわき

市にお孫さんが住んでいるというご婦人からも「いわきは他

の市町村と比べて公園も文化施設もしょぼいね」とコメント

されたことがありました。他と比べたらないものは沢山あり

ますが、今あるものに目を向けたり、考え方を変えたり工夫

したりすることで、市内に住むママたちにいわきでの子育て

が楽しいと思ってもらえるようにしたいと思っています。 

 

不登校支援について、公民館等に教

育支援センター「チャレンジホーム」

を、総合図書館に「学習支援ルーム」

を、一部の小中学校に「スペシャルサ

ポートルーム」を設置しています。ま

た、インターネット上の「いわき市不

登校支援ポータルサイト」において、

様々な支援の情報を提供しています。 

 

その他頂いた意見については、今後

の参考とさせて頂きます。 

⑦ 

 

 

長期休みの学童保育拡充について。共働き世帯の増加、核

家族化、祖父母の高齢化、地域コミュニティの希薄化等、周

囲に頼れない環境が進み、学童保育の需要は高まっていると

思われます。特に、放課後の留守番はできるようになっても、

夏休み等、長期休みの留守番は親として不安に感じている人

は多いのではないでしょうか。そこで、長期休みの学童保育

拡充を希望します。人材や、スペースの確保といった課題は

ありますが、是非ご検討いただきたいです。人材については、

大学生等を短期アルバイトとして募集すると、異世代交流に

も繋がり、子どもたちも遊びの幅が拡がることもあるのでは

ないかと思います。スペースは、やはり学校の空き教室を利

用させていただく方法が良いと思います。 

親の就労に関係なく利用できる放課後学童クラブについ

て。放課後の子どもの環境は、親世代の私たちが子どもの頃

とは違い、安心して遊ばせる場所が限られていると思いま

す。東京等では、親の就労関係なく、放課後利用できる学童

クラブがあります。都市部では、核家族化、コミュニティの

希薄化等が地方よりも進んでいるために、そのような政策が

放課後児童クラブについて、就学児

童数は減少している一方で、児童クラ

ブの需要は増加しており、今後もこの

傾向が続くと考えています。 

このため、毎年、地域の状況を踏ま

えながら、放課後児童クラブを増設し

ているところです。 

今後も、いただいた意見を参考に、

利用者のニーズを的確に捉え、適正な

規模 ・開設期間に加えて、居場所づく

りなど、放課後児童クラブのあり方を

検討します。 

 

子育て環境について、本計画策定に

あたり実施したアンケート調査（ニー

ズ調査）においても、「こどもが安心し

て遊べる場所」を求める意見が多く寄

せられるなど、子育て環境の充実が求
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取られていると推察しますが、いわきにおいても地域コミュ

ニティの変化があると思います。また、現状の学童保育では、

高学年になると定員オーバーのため、希望しても入所できな

いこともあります。こちらも人材等の課題はありますが、子

どもの安心安全な居場所作りの選択肢として、ご検討いただ

きたいです。 

多世代交流施設について。居場所作りのもう一つの提案と

して、学校とは別の交流施設を要望します。植田の元気セン

ターの拡大バージョンのイメージです。子どもだけでなく、

お年寄りまで、多世代で利用できて、交流できる施設があっ

たらいいなと、思います。中高生のための施設が平にはない

ので、ぜひ平地区にも作っていただきたいです。そこには、

図書スペース、カフェ等も併設されて、いつでもだれでも立

ち寄れて、公民館よりももっと開けた場所になればいいと思

います。こども食堂等のイベントも開催して、多世代が集う

場作りをしたり、宿題の手伝いを周りの大人や中高生がした

り、水遊びや焚き火もできて、そんな交流施設があると、地

域社会が明るくなるのでは、と思います。 

められています。 

これらのニーズを受け止め、こども

や子育て当事者の目線に立ち、安全で

安心して子育てできる環境整備を推

進していきます。 

 

その他頂いた意見については、今後

の参考とさせて頂きます。 

⑧ 

 

 

「保育士の加配が必要な児童数の増加に伴う保育士不足

が生じており、待機児童も発生していることから、引き続き

保育士の人材確保を図る必要があります」と記載があります

が、現状、保育士不足は深刻のようで、ここ数年で児童発達

支援施設等の増加も著しく保育士を必要とする場はどんど

ん増えています。保育士の人材育成、潜在保育士の職場復帰

の支援も必要かと思いますが、それ以前に保護者の意識改革

も必要だと感じています。ここ数年で成長・発達がのんびり

なお子さんが増えていて、いざ保育園・幼稚園入園となった

時に、発達の遅れを理由に入園を断らたり、入園してから辞

めなければいけないケースも出ています。【課題】にあるよ

うに加配が必要になる場合、保育士不足の問題があるからで

す。 

保育所に入園するまでに我が子の発達の状況を理解して

いない保護者が多い現状もあります。通常、1 歳半健診で言

葉の遅れ等の指摘があり 2 歳で再度確認、状況により親子教

室ことばの教室等への参加を勧められるなどの流れになり

ますが…ここで保護者は心身へのダメージを受ける場合も

多くあり、我が子の発達の遅れを受け入れるまで時間がかか

る場合があります。保護者も納得した上で、親子教室等へ通

いその後児童発達支援施設への通所となり保育園・幼稚園入

園前にできることを増やし集団生活へとなるのができれば

理想かなと思いますが、中には発達の状況が微妙な場合だと

健診でも指摘を受けず入園して集団生活で特性が明らかに

保育人材確保について、保育所等の

待機児童解消のためにも人材確保が

喫緊の課題となっています。 

将来的な人材確保を目的に中高生

を対象とした「職業出前講座」や「夏

休み保育等現場体験」を実施するほ

か、学生や潜在保育士等を対象とした

「合同説明会」や「保育所等見学バス

ツアー」を実施しています。 

 

子育て支援について、子育てに関す

る様々な悩みや不安を抱える保護者

を支援するため、講座の実施、情報発

信・相談体制の強化、家庭への訪問支

援、経済的支援等を実施しています。

また、こどもの発達の遅れやヤングケ

アラーなど、子育てに係る課題が多様

化していることから、保護者、地域の

人々、関係団体等の知識のアップデー

トを図っています。 

 

こども誰でも通園制度について、令

和８年度の本格実施を前に、令和７年

度にモデル事業の実施を予定してい
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なるという場合もあったりします。発達が遅れていること悲

観するのではなく、我が子の発達の遅れが成長のどの段階で

わかったとしても、その子に合った支援（療育等）を受ける

ことができるということを保護者に理解して欲しいと思い

ます。ただ、入園前の早い段階で療育等を受け、少しでもで

きることを増やしておけば集団生活にも早く慣れてお子さ

ん本人が困ることが減るかもしれません。そうすれば、保育

士の手がかかるお子さんを少しでも減らすことにも繋がる

と思っています。コロナ禍に人との関わりを持てない状況が

続き、一気にコミュニケーション不足経験不足のお子さんた

ちが増えた現状もありました。コロナ禍が落ち着いた最近で

も人との関わりが苦手な保護者はあまりあそび場などの利

用もなく、家でお子さんと過ごしていて子育ての情報も SNS

頼りという方も少なくありません。やはり、乳幼児期にたく

さんの刺激を受け、たくさんの経験をすることが『成長や発

達を促す』ということへの理解が乏しいように感じます。 

これだけ目に見えて発達の気になるお子さんが増えてい

る現状で、いわき市としても保育士不足の対策だけでなく、

保護者への『こどもの発達と成長』『乳幼児期と保護者の関

わり方』についての理解を深めるための発信をもっとしてほ

しいと感じています。低年齢だからできることがたくさんあ

り効果も見えると思います。ある程度自由がある保育園・幼

稚園ではなんとか過ごせていたけど、小学生になったら行き

渋り・不登校になったという話も耳にします。もちろん原因

が発達の遅れであるかはお子さんそれぞれだと思いますが、

まずは保護者が我が子を理解すること。親の理想（押しつけ）

の子育てはいつか歪みが生まれるということを理解してほ

しいです。多様性の時代だからこそ、自分を、他者を理解で

きる大人になるために保護者が我が子を理解し、低年齢のう

ちにたくさんの人と関わりたくさんの経験をさせてほしい

と思います。 

子育て中の保護者の孤立を防ぐ目的で一部地域ではすで

に始まっている『こども誰でも通園制度』について、利用で

きる施設として既存の幼稚園や保育所などが主に対象とさ

れていますが、利用する際にどのような手続きを経て利用で

きるのでしょうか？一時的に預ける世帯の事情は急な予定、

急なキャンセルも少なくありません。①であげたように発達

に遅れのある、または診断が出ている子について申し出から

人員の調整などに時間がかかる、または希望の日に預けられ

ないなどのほか園の都合(行事等)により断られるなどの事

態は起こらないでしょうか。『こども誰でも通園制度』によ

り保育士の負担が増えるのではないかと危惧します。育児の

ます。利用の手続等については、利用

者と施設の双方を考慮した上で決定

します。 

 

子育て講座等について、妊娠中や出

産後に不安が高まりやすい産前産後

の時期に、妊娠期から早期に支援がで

きるよう「プレママ・プレパパクラス」

や「産前・産後サポート事業」等を実

施しています。 

 

行政と民間の連携について、行政に

よる支援のほか、子育て支援団体等に

よる支援が不可欠であることから、今

後も連携を図りながら、必要に応じた

支援を継続します。 

 

その他頂いた意見については、今後

の参考とさせて頂きます。 
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合間の短時間は保護者の心身の疲れを軽減することにも繋

がります。気持ち新たにまたわが子と向き合う時間が笑顔で

ありますように！と心から願います。利用施設の選定の範囲

を広げていただくことにより、子育て世帯が日頃から関わり

のある身近で信頼と安心の持てる場所で、制度を有効的に活

用できるのではないかと考えます。いわき市には様々な地域

支援団体や認可外保育施設が存在します。既存の保育施設と

の繋がりを持たない未就園児を抱えた保護者へ、身近な拠り

所として家族構成や保護者の事情、保育環境の課題、子の特

性などを理解した上で、一時預かりを専門に活動している施

設もあります。個別対応が必須なことも考慮いただき、利用

施設の設置が必要と考えます。子どもだけでなく、保護者も

含めた支援策となりますように願っております。 

父親を集めてイベント（アリオスキッズルームプログラム

『パパとあそぼう』）を行った際に思っている以上に積極的

にお子さんとの関わりを楽しんでいたので父親がお子さん

と参加できる場を設けるなど父親同士が育児についての話

ができる機会があるといいと思います。（例：日曜日の内郷

支援センターを１日だけパパとお子さんの日にする） 

第 6 章 計画の推進 （下から 2 行）『基本施策に掲げた各

種施策については、地域の方々や NPO 法人、子育て支援団体

などの関係機関と積極的に連携・協働しながら、着実に推進

していきます。』とある。民間と行政が協力する事で可能に

なることも多くあると思います。子育て支援に関わる者とし

て協力できることがあれば嬉しく思います。 

⑨ 

 

 

こどもが自らの権利を正しく理解し、自らを守る方法や、

困難を抱える時に助けを求め、回復する方法を適切に行使で

きる力を身につける必要があることから、子供が多くの時間

を過ごす学校の教員の多忙化を解消し、こどもの意見を聴け

る時間をつくるようにしてください。 

小・中・高校の教員は、授業時間数については定められて

いますが、児童生徒の相談にのる時間は前もって設定されて

おらず、授業を潰して行っています。校長はじめ、教頭先生

が、タイムカードの適正運営に努めて下さい。報道されてい

る労働時間は適正なものではなりません。土日祝日働いてい

ても、タイムカードを押していない教員がいます。タイムカ

ードを押した後にも職務をしている教員もいます。このよう

な教員への人権侵害が行われている学校で、こどもたちは自

らの権利を正しく理解でき、自らを守れるでしょうか。 

年度途中でも、教員や学校事務員に不足がでたら、すぐ補

充できるようにしてください。それがないと、その場の先生

達のでその穴を埋めなければなりません。子供達にその歪が

教員の多忙化について、学校の教育

活動の中で、教職員がこどもと向き合

う時間を確保することは重要なこと

と捉えています。その時間を確保する

ために教職員の働き方を見直し、多忙

化を解消していくために、教育委員会

として「いわき市小中学校業務改善方

針」に基づいて、多忙化解消に努めて

いるところです。 

 

教員不足について、教職員が年度途

中に育児休業や病気休暇、休職等のた

めに、欠員が生じることはあります。

その都度、その補充について、教育事

務所を通して申請しているところで

すが、そのための臨時的任用職員が絶

対的に不足している状況です。補充す
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きます。 

長時間労働が前提ではなく、パートでも教員や学校事務員

ができるようにしてください。 

不登校児童対策も担任が担うので、授業がない空き時間

（この時間も事務作業があります）に児童生徒の家に電話を

したり、直接家に訪問したりします。放課後も、電話をした

り家に訪問します。不登校の子供が学校になんとか来ても、

不登校の子供の部屋がないので、授業を行っている教室にも

入りにくく、１コマ出たら帰ってしまいます。空き教室にい

ても、一人でポツンといなければいけないので、孤独で帰っ

てしまいます。学校に来ることも苦痛で、泣きながら来る生

徒もいます。その教室専属の教員や心理・福祉専門職、ICT

専門職が関わらないと､不登校から抜け出すのは至難です。 

子供が不登校になると、母親は働けなくなります。スクー

ルカウンセラー、スクールソーシャルワーカーとの相談は学

校や担任を通さずに、いわき市の不登校ポータルサイト等か

らオンラインで申し込み、オンライン相談ができるようにし

て頂きたいです。有給休暇がとりにくいので、仕事のお昼休

み等にＳＣやＳＳＷさんと話せたら助かります。担任の先生

に頼んでも、ＳＣやＳＳＷさんとの相談につなげてくれませ

ん。私はヤングケアラーで部活もできませんでした。ずっと

働きづくめでした。教育実習もできなかった。担任の先生に

はご理解頂けないと思うし、教員の方と話しても、その不用

意な発言に傷つきます。事情を理解していない先生方で、あ

あだろう、こうだろうと変な憶測で共有され、困った親と扱

われるのは困ります。公認心理士、社会福祉士、精神保健福

祉士さんは、様々なケース事例を共有しているので、その言

葉の背後にあるものを想像できますが、教員の方はそこまで

は思いが届きません。相談援助実習を受けていないからで

す。親も、本来の守秘義務がない、学校は集団的守秘義務で、

どのように話が伝わっているか困るので、教員には話せない

ことが多いです。特に、ヤングケアラー問題は、「話せない」

から問題なのであって、「話せていたら」は問題になりませ

ん。教員には話せないから、問題が深刻化します。これは、

市にとっても、教える子供・家族が救えないのですから、将

来の経済的損失は大きいと思われます。ＳＣやＳＳＷなら、

それぞれケース会議もあり、事例を匿名化し、本市の課題と

いて解決することができます。教員は、親からＳＣやＳＳＷ

と話したいと言われたら、すぐに専門職につなげる、リファ

ーする、専門職としての自覚を持ってもらいたいです。学校

の特別委員会、不登校委員会、生徒指導委員会等でも、ＳＣ

やＳＳＷを同席してもらい、心理・福祉的観点から考えてほ

るための講師がいない状態が続いて

います。 

 

学校生活の相談体制について、児童

生徒、保護者の困りごとについては、

日常的なつながりや関係性の中で話

ができる環境づくりが大切であるこ

とから、まずは各学校が対応します。

なお、課題には教員が一人で対応ぜ

ず、相談内容に応じて、学校校内体制

によりチームで対応しています。 

 学校内だけでは対応できない課題

については、スクールソーシャルワー

カー、スクールカウンセラーなどを活

用するとともに、地区保健福祉センタ

ー等の関係機関と連携し対応するこ

としています。 

また、学校以外の相談窓口として、

いわき市総合教育センター内に「子ど

も健康教育相談」を設置しています。 

 

不登校支援について、公民館等に教

育支援センター「チャレンジホーム」

を、総合図書館に「学習支援ルーム」

を、一部の小中学校に「スペシャルサ

ポートルーム」を設置しています。ま

た、インターネット上の「いわき市不

登校支援ポータルサイト」において、

様々な支援の情報を提供しています。 

 

ICT 支援員について、ICT 支援員が、

月に 1～2 回程度学校を訪問し、授業

の支援をはじめ校務に関わるICTの支

援を行っています。 

 

その他頂いた意見については、今後

の参考とさせて頂きます。 
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しいです。特別支援コーディネーターも特別支援教諭免許も

持っていない方がなっていたりするので、公認福祉士、社会

福祉士、精神福祉士資格をもつ教員が担当してほしいです。 

教員の多忙化を生んでいるのは、教員を支えるスタッフが

いないからです。ＳＳＳ（スクールサポートスタッフ）、図

書館司書、用務員さんの労働時間を減らして、教員がこれら

の業務を行っています。スクールカウンセラーがいないか

ら、子供達一人一人の声を聴くことはできません。教員は、

クラス運営が第一なので、警察のような、尋問のような聴き

取りをします。これでは、子供から真実は語られません、学

校というのは団体圧力で運営されている部分があるので、一

人ひとりが声を上げることができません。スクールソーシャ

ルワーカーがいないから、経済的、精神的、地域的課題で困

窮していても、生徒や保護者の苦しみが明るみにでません。

福祉部局につなげ、社会保障につなげたり、市や県の行政課

題として反映されません。ヤングケアラー支援にもつながり

ません。東京都中野区のＳＳＷ活用を参考にし、年度初めの

ＰＴＡ総会の時には、ＳＣ・ＳＳＷが保護者に挨拶し、何で

も相談してくださいとなってほしいです。 

ＧＩＧＡスクールサポーターが学校にいないので、教員が

教育タブレットのメンテナンスや管理、ソフトの管理をしな

ければいけません。また、その利用上の課題が行政に伝わり

ません。ＩＣＴ支援員がいれば、校務やＩＣＴ活用の相談を

情報担当教員や教頭が引き受けることが少なくなります。 

国家資格のキャリアコンサルタントが学校にいれば、児童

生徒一人一人の強みを聴き取り、希望をもって、人生を歩め

るので、不登校になりにくいです。キャリア教育は国家資格

のキャリアコンサルタントに任せればよいのではないでし

ょうか。 

今の小中学校は多忙で、授業と授業の間の休憩時間も様々

な用事があり、子供がトイレに行くことも憚れます。教員も、

トイレに行く余裕もありません。教員がその多忙さに慣れて

しまい、子供達に同じようにしていても気づかないのだと思

います。 

⑩ 統合保育の受け皿確保とありますが、児童発達の現場で保

護者から、療育に通っている、遅れがあると申告することで

「保育園・幼稚園での受け入れは難しい」と難色を示されて

しまう事があり不安になってしまうという意見がありまし

た。また、慣らし保育の期間も長く仕事復帰がなかなかでき

ない。子どもの特性について家庭保育の協力を求められるが

特性があるから預かってもらえないのか？等、支援が必要な

児童の保護者(預かってもらいたい)と保育現場の現状の想

保育人材確保について、保育所等の

待機児童解消のためにも人材確保が

喫緊の課題となっています。 

将来的な人材確保を目的に中高生

を対象とした「職業出前講座」や「夏

休み保育等現場体験」を実施するほ

か、学生や潜在保育士等を対象とした

「合同説明会」や「保育所等見学バス
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い(家庭という安心できる場所ですごす大切さ家族との関り

の重視等)と保護者と施設側で子育てに対する価値観の相

違、コミュニケーションの難しさもあるように思います。 

子どもの権利条約にもあるように「差別されないこと」は

前提ではありますが、支援が必要な子への保育者側の知識や

かかわり方の配慮、保育者側の質の問題も課題になってくる

ように思います。保育士不足の解消として、潜在保育士の拾

い上げや子育て支援員に活躍してもらうという方法もある

かと思いますが、そういった方に情報が届いていないように

思います。支援員のフォローアップ研修や潜在保育士へ向け

ての復職を促す策や活躍できる場の情報を広く発信する必

要があるように感じます。 

課題にもあるようにヤングケアラーの支援強化とありま

すが、当事者にはヤングケアラーの意識はなく、気づくこと

もできないように思います。私自身、高校生と中学生の子ど

もがいて、学校からの文書でアンケートなどもありますが、

自分の家庭の中に関してのアンケートになるのでそこでは

なかなか答えにくいとも考えます。我が子との会話の中か

ら、「○○ちゃんおうち電気止まっちゃったんだって」「学校

行事が兄弟の面倒見ないといけないからいけないんだって」

と聞くことがありました。啓発する一つの手段として、家庭

への聞き取りの他に友人との会話の中で拾われる当事者の

声にもヒントがあるのではないでしょうか？また、養育者で

ある親や保護者の子育て力も課題であると感じられます。 

「不適切保育の防止や子どもに寄り添った支援のため、保

育者の知識や技能のアップデートを図る取り組みの推進が

引き続き必要です(P22)」という課題について、令和の子ど

もたちと平成の保護者さんが利用する施設で、古い慣習やル

ールが今の時代に適していないことを施設として認識し改

善していかなければならないと思います。これらの慣習が見

直されずに続けられることで、子どもたちにとって不適切な

対応や環境が生まれることがあるように思います。職員の研

修不足についても最新の保育理論や方法に関する研修が必

要ですが、これが不足していると、古い方法がそのまま続け

られてしまうことがあります。また、意見の多様性の欠如も

問題です。新しい考え方や意見が受け入れられにくい場合が

あり、その結果、改善が進みにくくなることがあります。こ

れらの問題を解決するためには、保育者自身だけでなく、施

設として継続的な研修や意見交換の場の設置、施設の運営方

針の見直しなどが重要だと考えます。また、ICT を活用して、

業務量の軽減を図っていく事も必要なのではないでしょう

か。以上の取り組みを実現するためには、そもそも施設内の

ツアー」を実施しています。 

 

保育人材育成について、保育士の知

識や技能のアップデートを図る取組

として、分野別「障害児保育」「乳児・

未満児保育」等、採用年数別、職階別

の研修を年間30回程度行っています。 

 

子育て支援について、子育てに関す

る様々な悩みや不安を抱える保護者

を支援するため、講座の実施、情報発

信・相談体制の強化、家庭への訪問支

援、経済的支援等を実施しています。

また、こどもの発達の遅れやヤングケ

アラーなど、子育てに係る課題が多様

化していることから、保護者、地域の

人々、関係団体等の知識のアップデー

トを図っています。 

 

その他頂いた意見については、今後

の参考とさせて頂きます。 
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人員不足を解消し、研修が受けられる体制作り、余裕を持っ

た人員配置が求められると思います。しかし、配置人数を増

やすという事は運営側の金銭的負担も大きくなります。雇用

制度も変化していく中、柔軟な雇用形態に対応していく事も

保育士不足、人員不足を解消することに効果があるように思

います。 

⑪ 本市のように地緑が様々な影響をするような場合は、匿名

で受けつけるようにしてほしいです。市は市民の意見を聴こ

うというように思えません。申請時に不利益を受けなくても

すむように、匿名で今後は受付してほしいです。 

小・中・高の先生が働きやすく、家庭をかえりみれるよう

にならないと、子供達の権利救済にはなりません。年度途中

でも短時間教員、教員、学校事務員の不足があったら速やか

に補充できるようにして下さい。 

女子もいわき市の学生寮に入れるか、代替の奨学金を作ら

ないと、女子はいわきに戻ってきません。 

学校内に不登校生徒のための部屋（SSR）を小・中・高に

作って下さい。子供が不登校になると親は働けず、生活困難

になります。 

スクールソーシャルワーカーを全小・中・高に配置し、ヤ

ングケアラーを早期に発見できるようにしてほしいです。学

校の担任先生は忙しく、発見しても、外部につなげません。

特別支援コーディネーターは社会福祉士、精神保健福祉士、

公認心理士が任うようにしないと、子供達や親が生活困窮や

低所得のままになります。この状況が抜け出せなくなりま

す。スクールソーシャルワーカーは週３時間は中学校区で利

用できると国がしていますが、市内ではほとんど利用できま

せん。国の制度を利用できないほど市民は大変な思いをして

います。スクールカウンセラーも特に小学校で頼んでも利用

させてくれません。小・中・高に SC、SSW、ICT 支援員、ギ

ガスクールサポーター、SSS をもっと配置してください。小・

中・高の先生方が多忙すぎて、SRC 不登校の児童生徒の部屋

を失くしたり、SSW へつなげるにも、教育事務所とやりとり

が面倒で利用させてくれません。キャリアカウンセラー、SSW

（スクールソーシャルワーカー）の利用率を全小中高で公表

して下さい。 

ネットでパブリックコメントは受付けるようにして下さ

い。 

病児保育は高校生でも利用できるようにして下さい。子供

が病気でも仕事を休めません。 

いわき市は公共交通が少く、高校生でも最寄り駅まで朝晩

送迎、部活で土日祝送迎、子どもが何かしようとしたら必ず

パブリックコメントの手法につい

て、市民等に責任ある意見等の提出を

求める趣旨から、住所、氏名等の記載

を求めています。なお、市 HP で公表

し、E-mail で回答を受け付けるなど、

インターネットでの受付も可能とし

ました。 

 

教員の多忙化について、学校の教育

活動の中で、教職員が子どもと向き合

う時間を確保することは重要なこと

と捉えています。その時間を確保する

ために教職員の働き方を見直し、多忙

化を解消していくために、教育委員会

として「いわき市小中学校業務改善方

針」に基づいて、多忙化解消に努めて

いるところです。 

 

教員不足について、教職員が年度途

中に育児休業や病気休暇、休職等のた

めに、欠員が生じることはあります。

その都度、その補充について、教育事

務所を通して申請しているところで

すが、そのための臨時的任用職員が絶

対的に不足している状況です。補充す

るための講師がいない状態が続いて

います。 

 

いわき市潮学生寮について、いわき

市潮学生寮は、浴室、トイレ、洗濯ス

ペースが共用です。また、大手不動産

によるセキュリティ完備の女子学生

などがある中で、市が独自に女子寮を

新たに設置することは、採算性も含め

困難です。一方で、男女を問わず、学

校区分に応じ、正規の修学期間月額
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車送迎が必要で子供の体験機会確保のために、親が就労機会

を失います。平や各駅前に親の送迎が間に合わない時の居場

所を作ってほしいです。 

20,000～40,000 円の奨学資金を貸与

しています。 

 

学校生活の相談体制について、児童

生徒、保護者の困りごとについては、

日常的なつながりや関係性の中で話

ができる環境づくりが大切であるこ

とから、まずは各学校が対応します。

なお、課題には教員が一人で対応ぜ

ず、相談内容に応じて、学校校内体制

によりチームで対応しています。 

 学校内だけでは対応できない課題

については、スクールソーシャルワー

カー、スクールカウンセラーなどを活

用するとともに、地区保健福祉センタ

ー等の関係機関と連携し対応するこ

ととしています。 

また、学校以外の相談窓口として、

いわき市総合教育センター内に「子ど

も健康教育相談」を設置しています。 

 

不登校支援について、公民館等に教

育支援センター「チャレンジホーム」

を、総合図書館に「学習支援ルーム」

を、一部の小中学校に「スペシャルサ

ポートルーム」を設置しています。ま

た、インターネット上の「いわき市不

登校支援ポータルサイト」において、

様々な支援の情報を提供しています。 

 

病児・病後児の支援について、病児・

病後児保育事業として、病気の回復期

にあり、普段通っている保育所等での

集団生活が困難な未就学児を病児・病

後児保育室等で一時的に預かってい

ます。また、病児・緊急対応強化事業

として、就学前から中学生までを対象

に、病気等によりこどもの通園・通学

が困難な場合に、協力会員による預か

りサービスや送迎対応を行っていま

す。 
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子育て環境について、本計画策定に

あたり実施したアンケート調査（ニー

ズ調査）においても、「こどもが安心し

て遊べる場所」を求める意見が多く寄

せられるなど、子育て環境の充実が求

められています。 

 これらのニーズを受け止め、こども

や子育て当事者の目線に立ち、安全で

安心して子育てできる環境整備を推

進していきます。 

 

その他頂いた意見については、今後

の参考とさせて頂きます。 

⑫ 行政の手が届かない部分で、子供達を支援している、いろ

いろな活動団体をしっかり支援して欲しい。 

市の複数部門や教育委員会、など個別で計画を立てるので

はなく、連携して子供の問題に対応して欲しい。 

使用していない市の施設を、積極的に子供達の居場所つく

りに解放して欲しい。 

いわきの地域に誇りを持てるような、この土地の歴史や伝

統文化、今頑張ってる企業や人を学ぶプログラムを作って欲

しい。 

行政と民間の連携について、行政に

よる支援のほか、子育て支援団体等に

よる支援が不可欠であることから、今

後も連携を図りながら、必要に応じた

支援を継続します。 

 

自治体計画について、法律に基づき

作成することから、市町村においては

部門ごとに策定する必要があります

が、本計画はこども・子育て支援、学

校教育、健康など、こども・若者に関

する施策に横串を差し、幅広く記載す

るものです。また、関係機関が連携を

図りながら、その推進に努めます。 

 

子育て環境について、本計画策定に

あたり実施したアンケート調査（ニー

ズ調査）においても、「こどもが安心し

て遊べる場所」を求める意見が多く寄

せられるなど、子育て環境の充実が求

められています。 

 これらのニーズを受け止め、こども

や子育て当事者の目線に立ち、安全で

安心して子育てできる環境整備を推

進していきます。 

 

いわきの地域に誇りを持てるよう

なプログラムについて、地域学校協働

活動の一環として、本市の歴史や伝統
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文化を学ぶプログラムや企業等を紹

介するプログラムなど、様々な取組を

展開・支援しています。 

 

その他頂いた意見については、今後

の参考とさせて頂きます。 

⑬ いわき市こども計画の策定にあたり、これまで（１９９９

～２０２４）園を運営する中で感じてきたこと・こうだった

らいいのに、と思うことについて述べさせていただきます。 

◇『育てづらい子』の増加 

要因として考えられることは 

①発達障がいと思われる子どもの増加 

②自身および家庭に問題を抱える保護者の増加 

③価値観の多様化 

④寿命が延びたことによる『幼さ』になります。 

園児数は増減をしながらも、少子化、さらに令和元年の水

害により減少ベースで進んでいます。一方、子どもを支える

教諭数は、在園児の《きょうだい》に支援を要する子がいた

ことをきっかけに（２４年度）増えています。 

児童発達支援機関、子育てサポートセンター、地区保健セ

ンターの保健師さんなどと情報交換を繰り返す中で、どなた

に相談したらいいのか、どの機関と連携したらいいのか少し

ずつわかってきました。また、園で（支援が必要なのでは？）

と公的機関に相談をうながしても連携につながらなかった

例もありましたが、近年では入園前に支援機関への通所して

いる子どもが多くなり、あらかじめ《カミングアウト》して

もらえるケースが増えてきました。こちらでも入園前に親子

手帳（＝母子手帳）の提示を求めるなど、事前の情報把握に

努めてきました。それは、幼稚園から小学校への就学時に情

報提供を求められるけれども、私たち幼稚園に入ってくる情

報がわずかだったからです。支援の必要な子には担任以外の

教諭（保育士）をつけることが求められます。その人件費が

足りない、または、まったくの自前になっていることはご存

知でしょうか？福島県（私学・法人課）を通じて障がい児支

援にかかる補助金申請をしていますが、該当する子の診断書

などが求められます。ただし、診断書が発行されるまでの一

般的なプロセスについて説明します。 

（入園後）園で気がつく 

（参観日）保護者にそれとなく伝える 

（２学期）園行事などに参加してみて他児との違いに気がつ

く 

（秋ごろ）子育てサポートセンター『こども発達相談会』で

子育て支援について、子育てに関す

る様々な悩みや不安を抱える保護者

を支援するため、講座の実施、情報発

信・相談体制の強化、家庭への訪問支

援、経済的支援等を実施しています。

また、こどもの発達の遅れやヤングケ

アラーなど、子育てに係る課題が多様

化していることから、保護者、地域の

人々、関係団体等の知識のアップデー

トを図っています。 

 

その他頂いた意見については、今後

の参考とさせて頂きます。 
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相談する 

（年度末）精神科医による診断書が発行される 

ほぼ、入園してから１年近くは公的な補助を受けられない

まま園が職員のやりくりをして障がい児（または、それと思

われる子ども）をみています。とくに、精神科医の人数が圧

倒的に足りません。そのため診察にかかるにも半年レベルの

待機が求められています。また、入園前に児童発達支援機関

への通所をしていながら、診断書の発行に消極的な保護者も

います。通所受給者証（≠療育手帳）だけでは補助金申請の

書類として認められません。公的機関との連携が進んだこと

で、あらかじめ「こういった特性の子が入園を希望している

のですが、見学対応してもらえますか」などご紹介をいただ

くこともあります。事前の情報をいただけることは、とても

ありがたいのですが、一方、他園で受けきれなくて実績のあ

る当園にまわってくるケースも近年増えてきたような印象

があります。この項で述べた理由で、発達支援にかかる人件

費補助については、書類提出の要件を緩和していただくな

ど、さらなる財政支援をお願いいたします。「私にこの仕事

が向いていない…」疲れ果てている職員をそのままにしてお

くわけにはいかないのです。公（おおやけ）にお願いするば

かりでなく、私どもも力になれるのでは？と願っていること

を申し上げて最後にいたします。まずは、支援を要する子ど

もの把握（人数）などのキャッチボールをしませんか？出生

から入園までの定期健康診断（１歳半・３歳児）などで支援

の必要な子の把握をしていただく。そこから漏れた子どもに

ついては園など子どもにかかる機関が情報提供をする。その

ことで支援のニーズを把握して、家庭や園での子育てを支え

ていく。また、これからも『育てづらい子』は増加、あるい

は一定率のまま推移していく。もはや子どもに携わる私たち

にとって避けられない状況であると思われます。「人が足り

ないから」「予算がないから」では支援の手からこぼれてし

まう子どもが出てきてもいいのですか？と申し上げたいと

ころですが、保育・教育の『建てつけ』を一旦立ち止まって

一緒に考えてみる時期に差しかかっているようにも感じて

います。いわば（一人がみんなのために）の保育・教育から

（みんなが一人のために）の保育・教育への転換です。『育

てづらい子』に関わる私たちに対する、人的・財政的支援は

これまで以上にお願いすることと同時に、子どもがこぼれて

いかないための教育（保育）のあり方も一緒に考えていきた

い、と願っております。以上、よろしくお願いします。 

⑭ 子育て世帯にベーシックインカムを支給することを提案

する。 

子育て支援について、子育てに関す

る様々な悩みや不安を抱える保護者
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今の社会の様々な課題等のほとんどは、常に成長を続ける

ことを前提とした経済論に基づいた資本主義社会が崩壊し

つつあるにもかかわらず、往来からの手法で経済活動をして

いることに起因していると考えられる。 

子どもに関していえば、保護者が困窮していれば、子ども

に様々な不都合が生じるのは明白である。家計が苦しい為、

夫婦共働きが主流となり、最も大きな愛を注ぐべき保護者に

経済的余裕がない為に時間的・精神的余裕がなくなり、「マ

マのイライラ」に関する書物が多く見かけられるようになっ

た。フルタイムで働いて、家事もやる。ママがイライラする

のは当然のように思える。専業主婦が主流だった時代、ママ

はイライラしていただろうか。 

それに拍車をかけるように、育メン・家事の分担が主張さ

れるようになったが、そもそもヒトの進化の過程でそういっ

た遺伝子でない男性に育児・家事を女性と同じように求める

ことに無理がある。上手に出来ない夫に対して、ママはさら

にイライラする。離婚率も高く、ひとり親世帯になれば、状

況はさらに悪くなる。家庭から、優しく愛に満ちた母親が消

えてしまったのである。つまり、子どもは愛情不足となり、

そこからさまざまな問題が発生している。いじめ、不登校、

愛着（アタッチメント）障がい、引きこもり、リストカット、

自死など。（発達障害の増加が騒がれているが、実は愛情不

足から生じる愛着障がいの増加である。発達障がいも愛着障

がいも似た症状を示すが、「愛着障がい」という診断名では

障がい者手帳は発行されないし、様々なサービスを受けられ

ないため、診断書には「発達障がい」と記載するケースが多

い。）保護者、特に母親が子どもに愛情を注ぐために、例え

ば月 10 万円のベーシックインカムが支給されたとする。月

給の内 10 万円分の労働時間を削り、子どもと接する時間に

充てることができれば、優しく愛に満ちた母親が戻ってくる

可能性が非常に高い。おそらく、離婚率も下がるだろう。 

大規模な子ども用の施設に何億円もかけるなら、ベーシッ

クインカムに回してはどうだろうか。学力の向上より、家庭

内の愛情を確保することが先決ではなかろうか。明石市の子

ども預かりのサービスや、養育費の行政保証が絶賛されてい

るが、その前に離婚せず、家庭内で愛情を注いで子どもの面

倒をみれる環境をつくる政策こそ本当の子ども支援政策の

ように思える。明石市の例は税金を有効に使っているとは思

えない。内田市長が力を入れている学力向上も、家庭内の愛

情が確保されていれば、子どもはおのずと学習意欲が湧いて

くる。逆に、愛情不足の中で、無理やり学習させると、勉強

が嫌いになる傾向にあり、危険である。いじめからの不登校、

を支援するため、講座の実施、情報発

信・相談体制の強化、家庭への訪問支

援、経済的支援等を実施しています。

また、こどもの発達の遅れやヤングケ

アラーなど、子育てに係る課題が多様

化していることから、保護者、地域の

人々、関係団体等の知識のアップデー

トを図っています。 

 

その他頂いた意見については、今後

の参考とさせて頂きます。 
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そして自死も、家庭内の愛情が確保されていれば、子どもの

命は防げるのではないだろうか。川崎市子ども夢パーク（公

設民営）、長野市の SaSaLAND （公設公営）を見れば、本当の

子ども支援の姿が見えてくる。第４章及び第 5 章に記載のあ

る支援内容は対処療法でしかなく、根本治療となるベーシッ

クインカムのような取り組みが本来の子ども支援政策では

ないでしょうか。それがあれば、川崎市子ども夢パークや

SaSaLAND のような施設は不要である。 

もし、いわき市がベーシックインカムを導入したとした

ら、日本では先進事例となり注目され、移住者が増えること

にも繋がる。 

⑮  子供を増やす方法を検討して下さい。例えば、今後全ての

新生児に赤ちゃんクーポン 1000 万円を支給する。クーポン

の使途は、生活費と教育費に限る。クーポンを使用できる期

間は０才から１８才まで。年間の使用限度額は５５万円で使

わなかった分は翌年に繰り越せるが、使用できるのは 18 才

までに限る。 

子育てした親には、年金を 500 万円加算する。年金に子育

て特典を付ける。 

子育て支援について、子育てに関す

る様々な悩みや不安を抱える保護者

を支援するため、講座の実施、情報発

信・相談体制の強化、家庭への訪問支

援、経済的支援等を実施しています。 

 

その他頂いた意見については、今後

の参考とさせて頂きます。 

 


